
最高裁秘書第3785号

平成30年9月25日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

8月7日付け（同月9日受付，最高裁秘書第3289号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

判事補採用願等作成要領（片面で4，枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



判事補採用願等作成要，領

1 判事補採用願

「氏名」は，必ず戸籍に記載されているとおりの文字で書き，振り仮名を付す

る。

2履歴書

（1） 1部は手書きで作成し， これを1部コピーして合計2部提出する。

（2）今後の基本履歴となるものであるから，別紙の履歴書記載ひな形を参考にし

て，必ず関係書類を確認の上，正確かつ詳細に，年月日順に記載する。

（3）官公庁（公社，公団等を含む。以下同じ。 ）の職歴がある者は，その部分に

ついて当該官公庁に照会し，その保管してある人事記録と同じ記載をする。

（4）司法試験の合格日も必ず記載する。

‘

（5） 司法試験予備試験合格者については，合格日等を記載する。

3希望任地調査票

（1） 「年齢」は，平成31年1月16日現在で記載する。

(2) 「本籍」は，都道府県名だけを記載する。

（3） 「赴任時随伴家族」は，該当する□の中にレ印を付し，子については生年月

日を記載する。

（4） 「希望任地」は，地方裁判所の本庁所在地の中から希望する地名を書き，そ

の理由を簡明に記載する。ただし，東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都

及び神戸の中からは2か所を限度として選ぶこと。

任地の希望に特段の理由がない場合には，理由の記載を省略して差し支えな

い。任地を最高裁判所に一任する場合には，該当する□の中にレ印を付する。

なお，希望任地は，あくまでも参考として求めるものであり，希望どおり配

置されるとは限らない。

（5） 「宿舎要否」は，任地における裁判官宿舎の要否について，該当する□の中

にレ印を付する。

なお，宿舎事情等から，入居辞退が出ると翌年以降の宿舎の確保に支障が生



ノ

ずるので，宿舎の要否についてばl真重に検討の上，記載する。

おって，希望地以外の任地で,宿舎を要しない任地がある場合には， 「宿舎

不要の任地」に地名を記載するとともに,その理由を簡潔に記載する。

4新任判事補志望者カード

（1） 「年齢」は，平成31年1月16日現在で記載する。

（2） 「学歴」は，最終学歴が大学（院）卒業（中退）の場合であっても，高校卒

業以後（高校卒業を含む。 ）の入学，卒業（中退）を順次記載する。

（3） 「現住所」は，現在の住居地を記載するものとし，それが住民票上の住所と

異なる場合は， 「住民票上の住所」も併せて記載する。

（4） 「資格」は，外国語の資格についても漏れなく記載する（例えば，英検, T

OEIC, TOEFL(級,点数等も具体的に記載する。 ) ) 。

5戸籍謄本（又は戸籍抄本）

平成30年8月24日以降に交付されたものに限る。

6写真

最近3か月以内に撮影した縦6． 5センチメートル×横5センチメートル（脱

帽，正面向き，上半身）のものとし， 2枚のうち， 1枚は所定の用紙に貼り付け

て氏名及び撮影年月日を記載し，残り1枚は裏面に氏名を記載する。

7面接通知用封筒（実務修習地が東京，立川，横浜， さいたま，千葉，大阪，京

都，神戸,奈良，大津及び和歌山の修習生のみ）

面接についての通知（面接時間割表）の送付を希望する宛先並びに右下に組及

び番号を記載する。

なお，面接についての通知は， 11月2日 （金）に速達簡易書留郵便で発送す

る予定である（実務修習地が東京，立川，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，

神戸，奈良，大津及び和歌山以外の修習生に対する面接についての通知ほ， 11

月5日 （月）に司法研修所において配布予定） 。

8 その他

（1）提出書類は，採用準備の都合があるので，速やかに提出する。

口
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(2)改姓，転居等により提出書類に記載した事項に変更が生じた場合には，その

旨を速やかに司法研修所長を経由して人事局長に届け出る6 １
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